
 

第１５回  蘭越町農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時  令和６年９月２６日（木）午前８時００分から午前９時１５分 

２ 開催場所  蘭越町役場３階委員会室 

３ 出席委員  １５人 

  会 長      ７番 中井  悟 

  会長職務代理   ３番 西元 道啓 

  委 員      ２番 気田 仁奈   ５番 田 和幸 

   ６番 伊藤 忠幸   ９番 吉田 靖志 

１０番 杉本 峯一  １１番 石井 妙司 

１２番 坂井 明治  １３番 近藤 一祝 

１４番 黒川 利光  １５番 宮武 正人 

１６番 安田 伸二 

４ 欠席委員     １番 中村  広   ８番 坂野 幸夫 

  早退委員    １０番 杉本 峯一 

５ 議事日程 

第１  会議録署名委員の指名について 

第２  会期の決定について 

第３  諸報告について 

第４  現況証明願いについて 

第５  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

第６  農地法第３条の規定による許可申請について 

第７  農地法第４条の規定による許可申請について 

第８  農地法第６条第１項の規定による報告について 

第９  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画

の決定について 

第１０ 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

第１１ 利用状況調査結果に基づく一括地目変更登記について 

６ 農業委員会事務局職員 事務局長 高田 幸則 

             農地係長 小柳 大騎 



７ 会議の概要 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ただいまの出席委員は、１３名であります。 

 定足数に達しておりますので、これから第１５回 蘭越町農業委

員会総会を開会いたします。 

 

なお、欠席の申し出が 中村委員､坂野委員からありました。 

また、杉本委員が早退する申し出がありました。 

 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

 それでは、日程に従って進めてまいります。 

 

 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

 本日の会議録署名委員は、私が指名してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

 それでは、１５番 宮 武 委員 と １６番 安 田 委員を指名し

ます。 

 

日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 

本日の総会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。こ 

れにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決しました。 

 

日程第３、諸般の報告についてを議題とします。 

 第 14回の総会以降の諸般について、報告します。 
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 以上で諸般の報告を終わります。 

 

日程第４、議案第１号 現況証明願いについてを議題とします。 



 

 

 

１３番 

（近藤委員） 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号１番について上程します。 

 

 番号１番、〇〇の圃場ですけれども、場所につきましては、〇 

〇から〇〇ｍほど入った圃場になります。4号議案で出てきますの 

でよろしくお願いいたします。現状の方ですけれども、私道の道 

路、住宅があって〇〇から住宅までの道路ということで確認して 

います。よろしくお願いいたします。 

 

 これから質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認めます。 

 

本案については、調査員の報告を承認し、証明書を交付するこ 

ととします。 

 

日程第５、議案第２号 農地法第１８条第６項の規定による通

知についてを議題とします。 

番号１番から番号３番について上程します。 

 事務局から説明願います。 

 

議案第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て、別紙のとおり、農地等の賃貸借の合意解約した旨の通知があ

ったので、受理の可否について、議決を求める。 

令和６年９月２６日提出、蘭越町農業委員会長名。 

 

番号１番、貸主は〇〇さん外２名、借主は〇〇さん、土地は〇

〇番、畑で〇〇㎡です。契約期間は令和６年４月１０日から令和

１１年４月９日までで強化法によるものです。通知年月日は令和

６年９月１８日、解約成立年月日等は令和６年９月２６日です。

解約理由は、共有持ち分を変更するためです。 

 

番号２番、貸主は〇〇さん、借主は〇〇さん、土地は〇〇番、

田で〇〇㎡です。契約期間は平成２５年２月２７日から平成３０

年２月２８日までで農地法によるものです。通知年月日は令和６



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

１３番 

（近藤委員） 

 

 

１６番 

（安田委員） 

 

 

 

 

３番 

（西元委員） 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

年９月１１日、解約成立年月日等は令和６年９月２６日です。解

約理由は、譲渡するためです。 

 

番号３番、貸主は〇〇さん、借主は〇〇さん、土地は〇〇番、

田で〇〇㎡、畑で〇〇㎡です。契約期間は令和４年３月３１日か

ら令和９年３月３０日までで農地法によるものです。通知年月日

は令和６年９月６日、解約成立年月日等は令和６年９月２６日で

す。解約理由は、譲渡するためです。 

 

ご審議お願いします。 

 

 引き続き、担当委員から順次、補足説明を願います。 

 

 番号１番、場所ですけれども、〇〇から入って、〇〇の裏にな

っております。このあと６号議案で出てきますので、よろしくお

願いいたします。 

 

 番号２番、内容は事務局の説明のとおりです。場所ですが、〇

〇から〇〇の方に向かいまして、〇〇から左へ曲がりまして、〇

〇ｍ位行った所に〇〇がありますが、さらに〇〇ｍ位奥に行った

所に〇〇があるのですが、そこから〇〇側に面している土地にな

ります。よろしくお願いいたします。 

 

 番号３番、内容に関しましては事務局の説明のとおり譲渡する

ための解約でございます。場所に関しましては、〇〇がございま

す。その〇〇を〇〇の方に向かいますと、〇〇がございます。そ

の〇〇から右に入りますと、〇〇がございます。その周りの農地

と、〇〇に戻った所にもう一団地ございます。よろしくお願いい

たします。 

 

 これから質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認めます。 

原案のとおり受理してよろしいでしょうか。 

 



全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

１６番 

（安田委員） 

 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

異疑なし。 

 

 本案は原案のとおり受理することとします。 

日程第６、議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついてを議題とします。 

 

番号１番について上程します。 

 事務局から説明願います。 

 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について、別

紙の者から、農地等の賃借権の設定をするため、農地法第３条第

１項の規定による申請書の提出があったので、許可の可否につい

て、議決を求める。令和６年９月２６日提出。蘭越町農業委員会

長名。 

 

番号１番、貸主は〇〇さん、借主は〇〇さん、土地は〇〇番、

田で〇〇㎡です。成立する法律関係は賃貸借、賃借理由は農場経

営の安定化を図るためです。価格は総額〇〇円で、１０ａ当たり

の価格はで田で〇〇円です。権利移転の日は、農地法第３条許可

の日、期間は許可の日から令和１１年９月３０日までの５年間で

す。 

調査書は別紙のとおりです。 

ご審議お願いします 

 

引き続き、担当委員から補足説明を願います。 

 

番号１番、内容につきましては事務局の説明のとおりでありま 

す。場所ですが、先ほど議案２号２番の農地のすぐ隣で、〇〇の

裏になる農地です。よろしくお願いいたします。 

 

 これから質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認めます。 

原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 



全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異疑なし。 

 

本案は、原案のとおり決定し､許可を与えるものとします。 

 

日程第７、議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に

ついてを議題とします。 

 

番号１番から番号２番について、上程します。 

事務局から説明願います。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について、別

紙の者から、農地等を農地等以外にするため、農地法第４条第１

項の規定による申請書の提出があったので、許可の可否について、

議決を求める。令和６年９月２６日提出、蘭越町農業委員会長名。 

 

番号１番、申請者は〇〇さん、場所は〇〇、現況は田、面積は

〇〇㎡です。申請理由は、後志総合振興局からの発注となる令和

６年度中山間名駒外１地区５１工区工事のための工事用道路とし

て利用するためです。 

 

番号２番、申請者は〇〇さん、場所は〇〇番、現況は畑、面積

は〇〇㎡です。申請理由は、番号１番同様に後志総合振興局から

の発注となる令和６年度中山間名駒外１地区５１工区工事のため

の工事用道路として利用するためです。別紙調査書をご覧願いま

す。 

１番と２番について一括で説明いたします。農地区分は、農用

地区域内の第２種で、本件につきましては農業公共投資対象外の

概ね１０ｈａ未満の小集団農地であり、また令和６年１１月２９

日まで工事用道路として使用できる場所として、一時転用するこ

とはやむを得ないと事務局では判断いたしました。一般基準につ

いては記載のとおりです。 

 

なお、番号１番から２番については８月２８日の総会で農地法

第４条の規定による、許可について、許可相当である旨、北海道

農業会議に諮問しておりました。 

この度、９月２５日付けで北海道農業会議常設審議委員会から

許可相当である旨の回答がありました。 

 



 

 

議 長 

（中井会長） 

 

９番 

（吉田委員） 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご審議お願いします。 

 

 引き続き、担当委員から補足説明を願います。 

 

 

 番号１、２番ご説明いたします。 

番号１番、内容につきましては事務局の説明のとおりで、場所な 

のですが、町道清水トンカラ線を清水から３００ｍほど山の方へ 

進みますと、右手に今村末 さん住宅があります。住宅の横の山 

側に１番の圃場がありまして、山側に上がっていくところに２番 

の圃場があります。よろしくお願いいたします。 

 

 これより、質疑及びご意見を伺います。 

質疑・ご意見はありませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認めます。 

 原案のとおり、許可及び許可相当であると決定してよろしいで

しょうか。 

 

異議なし。 

 

本案については、原案のとおり決定し、許可することといたし

ます。 

 

日程第８、議案第５号 農地法第６条第１項の規定による報告

についてを議題とします。 

 

番号１番について上程します。 

 

農業委員会法第３１条、議事参与の制限により、 

〇〇委員の退席を求めます。 

 

暫時休憩とします。（〇〇委員退席） 

 

 事務局から説明願います。 

 



事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

議案第４号 農地法第６条第１項の規定による報告について、

農地法第６条第１項の規定により、農地所有適格法人から提出の

あった事業報告について、各要件の確認を求める。令和６年９月

２６日提出、蘭越町農業委員会長名。 

 

番号１、令和６年８月２６日付けで〇〇より、農地所有適格法

人報告書の提出がありました。 

内容については、記載のとおりとなっております。事務局で形

態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件を確認したと

ころ、いずれの法人も各要件とも、適正であろうと考えますので、

ご審議お願いします。 

 

ただ今事務局から説明があり、各項目の要件について確認をし

たとのことですが、報告内容について、質疑ありませんか。 

 

 質疑なし。 

 

質疑なしと認めます。 

番号１番の農地所有適格法人について、報告内容を確認した結

果、いずれも要件を満たしているものとして、決定してよろしい

でしょうか。 

 

質疑なし。 

 

番号１番について原案どおり決定し、事務局に法人台帳を整備

していただくこととします。 

 

暫時休憩とします。（〇〇委員着席） 

再開します。 

 

番号２番について上程します。 

 事務局から説明願います。 

 

 番号２、令和６年８月３０日付けで〇〇より、農地所有適格法 

人報告書の提出がありました。 

内容については記載のとおりとなっております。事務局で形態 

要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件を確認したとこ 

ろ、いずれの法人も各要件とも、適正であろうと考えますので、 



 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご審議お願いします。 

 

ただ今事務局から説明があり、各項目の要件について確認をした 

とのことですが、報告内容について、質疑ありませんか。 

 

 質疑なし。 

 

質疑なしと認めます。 

番号２番の農地所有適格法人について、報告内容を確認した結 

果、いずれも要件を満たしているものとして、決定してよろしい

でしょうか。 

 

質疑なし。 

 

番号２番について原案どおり決定し、事務局に法人台帳を整備 

していただくこととします。 

 

日程第９、議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画の決定についてを議題とします。 

 

番号１番から番号４番について上程します。 

 事務局から説明願います。 

 

 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農

用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化促進法第１

８条の規定により、蘭越町長から決定を求められた別紙の農用地

利用集積計画の可否について、議決を求める。 

令和６年９月２６日提出、蘭越町農業委員会長名。 

 

番号１番、利用権の設定等を受ける者は、〇〇さん、利用権設

定等をする者は、〇〇さん、土地は〇〇番、田で〇〇㎡です。成

立する法律関係は売買で、１０a当たりの価格は田で〇〇円で、総

額〇〇円です。圃場条件が悪いため、この価格となっております。

対価の支払期限は令和６年１０月末日、所有権移転の時期等は、

いずれも令和６年１１月１日です。譲渡理由は、譲受人の経営規

模を拡大するためです。 

調査書は別紙のとおりです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

１３番 

（近藤委員） 

 

 

 

 

１６番 

(安田委員) 

 

番号２番、利用権の設定等を受ける者は、〇〇さん、利用権設

定等をする者は、〇〇さん外１名、土地は〇〇番、畑で〇〇㎡で

す。成立する法律関係は賃貸借です。１０a当たりの価格は畑で〇

〇円で総額で〇〇円です。契約期間は、令和６年１０月７日から

令和１１年１０月６日までの５年間です。貸付理由は、共有持ち

分を３名から２名に変更して、農地の貸し付けを継続するもので

す。 

調査書は別紙のとおりです。 

 

番号３番、利用権の設定等を受ける者は、〇〇さん、利用権設

定等をする者は、〇〇さん、土地は〇〇番、田で〇〇㎡です。成

立する法律関係は売買で、１０a当たりの価格は田で〇〇円で、総

額〇〇円です。対価の支払期限は令和７年１月末日、所有権移転

の時期等は、いずれも令和７年２月１日です。譲渡理由は、貸し

付けいていた農地を譲渡するためです。 

調査書は別紙のとおりです。 

 

番号４番、利用権の設定等を受ける者は、〇〇さん、利用権設

定等をする者は、〇〇さん、土地は〇〇番、田で〇〇㎡、畑で〇

〇㎡です。成立する法律関係は売買で、総額は〇〇円です。対価

の支払期限は令和６年１１月末日、所有権移転の時期等は、いず

れも令和６年１２月１日です。譲渡理由は、貸し付けいていた農

地を譲渡するためです。 

調査書は別紙のとおりです。 

 

ご審議お願いします。 

 

 引き続き、担当委員から順次、補足説明を願います。 

 

番号１番、場所につきましては、〇〇があるのですけれども、

その手前の上側の圃場になります。 

 

 番号２番、議案第２号議案で出た圃場です。場所は先程言った

〇〇の裏の圃場になります。よろしくお願いいたします。 

 

 番号３番、内容につきましては事務局の説明のとおりです。こ

ちらの場所ですが、先ほど、２号議案の２番で解約された農地で

す。解約された農地と合わせて、畦畔が残っていたので、同時に



 

 

３番 

(西元委員) 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

売買なりました。よろしくお願いいたします。 

 

 番号４番、２号議案３番で解約された所でございます。理由も

売買ということなのでよろしくお願いいたします。 

 

 これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 

 質疑なし 

 

異議ないものとして決定してよろしいでしょうか。 

 

質疑なし 

 

本案は原案のとおり決定し､その旨町へ通知します。 

 

 日程第１０、報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について事務局から報告願います。 

 

 事務局から説明願います。 

 

報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出につい

て、令和６年９月２６日提出、蘭越町農業委員会長名。 

 

令和６年９月１１日付けで、〇〇さんから〇〇さんより〇〇番

について、相続により所有権を取得した旨の届出があったので、

報告いたします 

 

 ただ今、事務局から報告がありましたが、ご質問等ありません

か。 

 

 質疑なし 

 

 以上で、よろしいですか。 

 

日程第１１、報告第２号 利用状況調査結果に基づく一括地目

変更登記について 

事務局から報告願います。 



 

事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

 

全委員 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

 

事務局 

（高田局長） 

 

 

 

 

 

事務局 

（小柳係長） 

 

 

 

報告第２号 利用状況調査結果に基づく一括地目変更登記につ

いて、令和６年９月２６日提出、蘭越町農業委員会長名。 

 

右上に報告第２号と書かれた地目変更登記該当地一覧表をご覧

ください。令和５年度の利用状況調査分の一括地目変更登記につ

いて、法務局より町税務課へ、８月２９日付けで地目変更登記が

完了した旨の通知がありましたので報告いたします。 

 変更後の公簿地目は、黄色で着色している列をご覧ください。 

 参考にその一つ左の列には法務局へ提出した現況地目を、その

さらに左の列には税務課の指摘による変更前の当初の提出現況地

目を記載しています。 

なお、土地所有者に対しては９月４日付け文書により、全部事

項証明書の写しを添えて地目変更登記完了を当委員会より通知し

ております。 

 以上で報告を終わります。 

 

 ただ今、事務局から報告がありましたが、ご質問等ありません

か。 

 

 異議なし 

 

 以上で、よろしいですか。 

 

続きまして、 

その他の報告を事務局からお願いします。 

 

 次回総会は１０月３０日(水)午後１時３０分からを予定してお

りますので、よろしくお願いします。 

 また、農業経営基盤強化法による所有権移転代位登記の実施状

況について、お手元に配布させていただいております。 

 

 以上で私からの報告を終わります。 

 

私からは、まずこの後の農地専門委員会についてです。予定ど

おり総会に引き続いて開催しますので、該当の委員の皆様はよろ

しくお願いいたします。 

次に、先月配布した予定表にもありましたが、１１月５日～６



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（中井会長） 

 

 

日の１泊２日で行う、後志地方連の管外研修についてです。参加

予定の振興農政専門委員の皆様には研修概要と、現段階での行程

表を配布しております。 

次に１２月６日に開催します令和６年度地区別農業委員等研修

会についてです。２枚ものの開催要領を配布しております。会場

は昨年と同じく倶知安文化福祉センターです。今年は新任委員研

修会が無いため午後のみの開催となっております。出欠について

は来月総会にて取りまとめいたしします。 

 以上です。 

 

 

                     

 

 

  閉 会 宣 言  

 

以上をもって、本日の総会に付議された案件の審議は、すべて

終了しました。 

 

これにて、第１５回 蘭越町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

    午前９時１５分終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するため、ここに署名押印する。 

 

  令和  年  月  日 

 

議  長            ○印  

署名委員            ○印  

署名委員            ○印  

 


